
押印について（関係資料抜粋） 

○書面規制、押印、対面規制の見直し（抜粋） （規制改革実施計画（令和２年７月 17日閣議決定））

内閣府、法務省及び経済産業省は、商慣行として押印が定着している民間事業者間の商取引等について、民間事業者に
よる押印廃止の取組が進むよう、押印に関する民事基本法上の規定の意味や、押印を廃止した場合の懸念点に応える考え
方等を示す。 

○押印についてのＱ＆Ａ（抜粋） （令和２年６月 19日 内閣府、法務省、経済産業省）

問２．押印に関する民事訴訟法のルールは、どのようなものか。 

・民訴法第 228条第４項の規定の内容を簡単に言い換えれば、裁判所は、ある人が自分の押印をした文書は、特に疑わし
い事情がない限り、真正に成立したものとして、証拠に使ってよいという意味である。そのため、文書の真正が裁判上
争いとなった場合でも、本人による押印があれば、証明の負担が軽減されることになる。

・もっとも、この規定は、文書の真正な成立を推定するに過ぎない。その文書が事実の証明にどこまで役立つのか（＝作

成名義人によってその文書に示された内容が信用できるものであるか）といった中身の問題（これを「実質的証拠力」
という。）は、別の問題であり、民訴法第 228条第４項は、実質的証拠力については何も規定していない。
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 問４．文書の成立の真正が裁判上争われた場合において、文書に押印がありさえすれば、民訴法第 228 条第４項が適用
され、証明の負担は軽減されることになるのか。 

 
・押印のある文書について、相手方がその成立の真正を争った場合は、通常、その押印が本人の意思に基づいて行われた
という事実を証明することになる。 

・そして、成立の真正に争いのある文書について、印影と作成名義人の印章が一致することが立証されれば、その印影は

作成名義人の意思に基づき押印されたことが推定され、更に、民訴法第 228条第４項によりその印影に係る私文書は作
成名義人の意思に基づき作成されたことが推定されるとする判例（最判昭 39・5・12民集 18 巻４号 597 頁）がある。
これを「二段の推定」と呼ぶ。 

・この二段の推定により証明の負担が軽減される程度は、次に述べるとおり、限定的である。 
① 推定である以上、印章の盗用や冒用などにより他人がその印章を利用 した可能性があるなどの反証が相手方から

なされた場合には、その推定は破られ得る。 
② 印影と作成名義人の印章が一致することの立証は、実印である場合には印鑑証明書を得ることにより一定程度容易

であるが、いわゆる認印の場合には事実上困難が生じ得ると考えられる（問５参照）。 

 
 
 

問５．認印や企業の角印についても、実印と同様、「二段の推定」により、文書の成立の真正について証明の負担が軽減さ
れるのか。 

 
・「二段の推定」は、印鑑登録されている実印のみではなく認印にも適用され得る（最判昭和 50・6・12 裁判集民 115 号
95頁）。 

・他方、押印されたものが実印でない（いわゆる認印である）場合には、印影と作成名義人の印章の一致を相手方が争っ

たときに、その一致を証明する手段が確保されていないと、成立の真正について「二段の推定」が及ぶことは難しいと
思われる。そのため、そのような押印が果たして本当に必要なのかを考えてみることが有意義であると考えられる。 

 
 
 



問６．文書の成立の真正を証明する手段を確保するために、どのようなものが考えられるか。 
 
・次のような様々な立証手段を確保しておき、それを利用することが考えられる。 
①継続的な取引関係がある場合 
取引先とのメールのメールアドレス・本文及び日時等、送受信記録の保存 （請求書、納品書、検収書、領収書、確認
書等は、このような方法の保存のみでも、文書の成立の真正が認められる重要な一事情になり得ると考えられる。） 

②新規に取引関係に入る場合 
契約締結前段階での本人確認情報（氏名・住所等及びその根拠資料としての運転免許証など）の記録・保存本人確認情
報の入手過程（郵送受付やメールでの PDF 送付）の記録・保存文書や契約の成立過程（メールや SNS 上のやり取り）の
保存 

③電子署名や電子認証サービスの活用（利用時のログイン ID・日時や認証結果などを記録・保存できるサービスを含む。） 
・上記①、②については、文書の成立の真正が争われた場合であっても、例えば下記の方法により、その立証が更に容易
になり得ると考えられる。また、こういった方法は技術進歩により更に多様化していくことが想定される。 

（a)メールにより契約を締結することを事前に合意した場合の当該合意の保存 

（b)PDFにパスワードを設定 
（c)(b)の PDFをメールで送付する際、パスワードを携帯電話等の別経路で伝 達 
（d)複数者宛のメール送信（担当者に加え、法務担当部長や取締役等の決裁権者を宛先に含める等） 

（e)PDFを含む送信メール及びその送受信記録の長期保存 


